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・
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

　

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
を
合
わ
せ
た
国
保
の
保
険
税
と
、
介

護
保
険
料
を
別
々
に
納
め
ま
す
。

・
75
歳
以
上
の
方

　

国
保
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
ま
す
。

　
月
か
ら
の
保
険
証
を

送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
証
に
は
有
効
期
限
が

あ
り
ま
す
。
現
在
お
使
い
の
保
険
証
の

期
限
は
、
９
月
30
日（
火
）で
す
。
10
月

か
ら
の
保
険
証
は
、
簡
易
書
留
郵
便
で

世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
お

間
違
い
の
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

異
な
り
ま
す
。

　

納
付
は
、
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
も
可
能
で
す
。
詳
細

は
、
保
険
年
金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

・
40
歳
未
満
の
方

　

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
を
合
わ
せ
て
納
付
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
分
の
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。

・
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

　

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
、
介
護
保
険
分
を
合
わ
せ
て
納
め
ま

す
。

保
険
税
を

滞
納
す
る
と
…

　

保
険
税
の
滞
納
が
続
く
と
、
高
額

療
養
費
の
限
度
額
認
定
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
（
70
歳
未
満
の

場
合
）。
督
促
後
に
も
滞
納
が
続
く
場

合
、
通
常
の
保
険
証
よ
り
有
効
期
限
の

短
い
「
短
期
被
保
険
者
証
」
や
、
医
療

費
が
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
に
な
る

「
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
、
財
産

の
差
し
押
さ
え
な
ど
の
処
分
が
行
わ
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
措

置
が
取
ら
れ
て
も
、
保
険
税
の
納
付
義

務
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
期
限
内
納
付

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
税
の
納
め
方

　

国
保
で
は
、
一
人
一
人
が
被
保
険
者

に
な
り
ま
す
が
、
加
入
は
世
帯
単
位
で

す
。
そ
の
た
め
、
世
帯
主
が
国
保
に
加

入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
内
に
国
保

加
入
者
が
い
る
場
合
、
納
税
義
務
の
あ

る
世
帯
主
に
納
税
通
知
書
が
送
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
年
齢
に
よ
っ
て
納
め
方
が

こ
ん
な
時
に
は

届
け
出
を

　

加
入
、
脱
退
を
し
た
時
は
、
と
も
に

14
日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
加
入
時
の
例
】

・
も
と
も
と
国
保
加
入
者
で
、
ほ
か
の

市
区
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き

・
職
場
を
辞
め
て
、
職
場
の
健
康
保
険

か
ら
抜
け
た
と
き

・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
収
入
が
多
く
な

り
、
職
場
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

か
ら
は
ず
れ
た
と
き

・
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

【
脱
退
時
の
例
】

・
他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と
き

・
就
職
な
ど
に
よ
り
、
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き

・
婚
姻
な
ど
に
よ
り
、
職
場
の
健
康
保

険
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た
と
き

・
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き

・
高
額
療
養
費
の
支
給

　

同
じ
月
内
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分

が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、
限
度
額
を
超

え
た
部
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

保
険
税
の
納
付
は

資
格
を
得
た
月
か
ら

　

国
保
税
は
、
国
保
の
資
格
を
得
た
月

の
分
か
ら
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合
、
加
入

資
格
を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保

険
税
を
納
め
る
（
遡そ

及
き
ゅ
う
賦ふ

課か

）
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
入
院
時
の
食
事
代

　

入
院
時
の
食
事
代
は
一
部
を
支
払
う

だ
け
で
、
残
り
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

・
出
産
一
時
金
の
支
給

　

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
に
一
律

42
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
葬
祭
費
の
支
給

　

被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
葬

祭
を
行
っ
た
方
に
一
律
５
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
☎（
２
３
５
）９
３
９
８

　

国
民
健
康
保
険
制
度（
以
下
、国
保
）

は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
、
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
以
外
の
全
て

の
方
が
加
入
す
る
健
康
保
険
制
度
で
、

市
町
村
ご
と
に
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

国
保
は
相
互
扶
助
の
保
険
制
度
で
、病

気
や
け
が
に
備
え
、
国
な
ど
か
ら
の
補
助

金
の
ほ
か
、
加
入
者
が
所
得
状
況
な
ど

に
応
じ
た
保
険
税
を
負
担
し
て
い
ま
す
。

　

市
の
保
険
税
額
は
、
そ
の
年
に
予
測

さ
れ
る
医
療
費
の
総
額
か
ら
、
病
院
な

ど
の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
と
、

国
・
県
の
補
助
金
・
交
付
金
、
市
の
負
担

金
を
差
し
引
い
た
額
と
さ
れ
て
お
り
、

国
保
を
運
営
し
て
い
く
財
源
全
体
の
お

よ
そ
４
分
の
１
を
占
め
て
い
ま
す
。

国
保
の
加
入
状
況

　
市
内
で
の
国
保
加
入
世
帯
数
は
２
万

６
３
９
世
帯
（
平
成
25
年
度
年
間
平
均

値
）。
こ
れ
は
、
市
内
全
世
帯
の
約

39
・
６
㌫
に
あ
た
り
ま
す
。
な
お
、一
世

帯
あ
た
り
の
被
保
険
者
数
は
１
・
74
人

と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
税
の
使
い
道

・
療
養
の
給
付

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
加
入
者
が
支
払

う
医
療
費
の
負
担
割
合
は
１
～
３
割

で
、
残
り
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
・

保
険
税
の
ご
案
内
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